
2025第12回島根県ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会 

実施要項 

 

1 主   旨 (公財)日本ｻｯｶｰ協会及び(一社)島根県ｻｯｶｰ協会は､日本ｻｯｶｰ界の将来を担うﾕｰｽ(U-15)の少

年たちのｻｯｶｰ技術の向上と､健全な心身の育成を図ることを目的とし､本年度(一社)島根県

ｻｯｶｰ協会所属の第3種年代加盟ﾁｰﾑが参加できる大会として､本大会を実施する｡ 

 

2 名   称   2025第12回島根県ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会 

 

3 主   催    一般社団法人  島根県ｻｯｶｰ協会第3種委員会 

 

4 期   日  一回戦 2025年10月11日(土) サンビレッジ浜田（人工芝）三隅運動公園（天然芝） 

準決勝 2025年10月12日(日) サンビレッジ浜田（人工芝） 

決勝戦 2025年10月18日(土) 出雲健康公園（人工芝） 

予備日 2025年10月25日(土) 長浜運動公園（天然） 

 

5 会   場 一回戦、準決勝・・・サンビレッジ浜田、三隅運動公園 

       決勝戦・予備日・・・出雲健康公園、長浜運動公園 

 

6 参加資格 

(1)  公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会第3種または女子に加盟登録したﾁｰﾑであること｡ 

(2) ｢高円宮杯 JFA U-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2025 島根県｣に参加しているﾁｰﾑであること｡ 

(3) ① 第1項のﾁｰﾑに後期リーグ開幕まで（3部東部の場合は7節までに）に登録された選手

であること｡ただし､女子登録をしている選手については､在籍する中学校の中体連ﾁｰﾑ

での参加が認められる｡また､一家転住等の理由により上記期限以降に移籍または追加

登録した選手が大会参加を希望する場合､(一般社団法人)島根県ｻｯｶｰ協会第3種委員長

が了承した場合､大会参加を認める｡ 

② (公財)日本ｻｯｶｰ協会により｢ｸﾗﾌﾞ申請｣を承認された｢ｸﾗﾌﾞ｣に所属するﾁｰﾑについて

は､同一ｸﾗﾌﾞ内の別ﾁｰﾑに所属する選手を移籍手続きすることなく本大会に出場さ

せることができる｡この場合､同一ｸﾗﾌﾞ内のﾁｰﾑであれば､複数のﾁｰﾑら選手を参加さ

せることも可能とする｡なお､本項の適応対象となるのは選手の年齢は第4種年代と

し､第3種およびそれ以上の年代の選手は適用対象外とする｡ 

※選手数が不足している同種別の複数ﾁｰﾑによる｢合同ﾁｰﾑ｣の大会参加につい 

ては､(一般社団法人)島根県ｻｯｶｰ協会および第3種委員会の裁量により認めて

よいものとする｡ 

③ 中国ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ所属ﾁｰﾑ、県ﾘｰｸﾞ1部所属1位～4位､2部所属1位～2位ﾁｰﾑ､3部ﾘｰｸﾞ

のﾌﾟﾚｰｵﾌ1位 

7 参加ﾁｰﾑ  

(1) 参加資格を有し､この要項に従って大会に参加する意思のある加盟ﾁｰﾑのうち､傷

害保険に加入､またはそれに準じる処置(部活動として参加し､学校保健ｾﾝﾀｰの医

療給付の対象とされるなど)がなされているﾁｰﾑとする｡ 

 

8 競技方法     (1)組み合わせについては､別紙1の通りとする｡ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ所属ﾁｰﾑ1チーム、 

1部上位4ﾁｰﾑ､2部2ﾁｰﾑ、3部ﾘｰｸﾞﾌﾟﾚｰｵﾌ1位の合計8ﾁｰﾑが出場する｡ 

 

(2) 試合時間は80分(40分ﾊｰﾌ)とする｡勝敗が決しない時は決勝戦のみ20分(10-10)の

延長戦を行なう｡それ以外は直ちにPK戦を実施する｡ただし､3位決定戦は､行わな

い(両ﾁｰﾑ3位とする)｡ 



(4) 優勝ﾁｰﾑには高円宮杯中国地域大会に出場する権利を与える｡(11月8日より実施

予定) 

(5)3部リーグ代表決定ﾌﾟﾚｰｵﾌについて 

期日 2025年10月5日(日) 

会場 出雲市立浜山中学校グラウンド（クレー） 

日程 第一試合  9:00  東部A1位 vs 東部B1位 

   第二試合 12:10  東部A1位 vs 石見1位 

   第三試合 15:20  石見1位 vs 東部B1位 

規則 3チームリーグ 

60分ゲーム（30-10-30） 

            順位の優先順位は①勝ち点②得失点差③総得点④当該チームの勝敗⑤抽選 

9 競技規則  

(1) ｢ｻｯｶｰ競技規則2025/2026｣による｡  

(2) 交代に関しては､試合毎に選手登録した20名の選手の内､先発出場選手以外の交

代要員全員(最大9名)の交代が認められる｡後半の交代回数は3回までとする｡再

出場は認められないが､頭 部を負傷した際に直ちに交代し､異常がないと判断さ

れた場合は再出場を認める(後半の場合､ 交代回数には含めない)｡また､全ての

交代要員が交代した後にﾋﾟｯﾁ内の選手が負傷のため､ ﾌﾟﾚｰ続行不可能になった

場合は､交代回数が残っていれば再出場を認める｡  

(3) 試合球は5号球（ﾘｰｸﾞ戦と同様の物）とし､競技規則第2条に適合するものとす

る｡  

(4) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず､それ以降の処

置については本大会規律委員会において決定する｡また、県ﾘｰｸﾞ最終節で退場処

分を命じられた場合、本大会の一回戦には出場できない。  

 

10 参加申込  

(1) 県選手権の参加申込は､5月31日時点の｢高円宮杯 JFA U-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2025 島根

県｣のｴﾝﾄﾘｰをもって申し込みとする｡また、本大会は意思確認書の提出は不要と

する。 

(2) 県選手権参加料は､参加ﾁｰﾑの初戦時に会場担当まで提出すること｡  

※担当は三種委員会で決定する。 

 

11 参加料     1ﾁｰﾑ 7,000円  

 

12 選手の登録  

(1)島根県ﾘｰｸﾞ2025後期リーグ（3部は半数試合までに）開始までに ｢高円宮 JFA 

U‐15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2025 島根県｣にｴﾝﾄﾘｰした選手から､試合ごとに選手(20名まで)と役員

(4名まで)を登録する｡  

 

14 ﾕﾆﾌｫｰﾑ  

JFAのﾕﾆﾌｫｰﾑ規程改定を受け､選手の用具について次のとおり決定する｡  

ただし､11月に行われる高円宮中国地域大会とは規定が異なるため､注意すること｡  

(1) 本競技会に登録した1着以上のﾕﾆﾌｫｰﾑ(ｼｬﾂ､ｼｮｰﾂ及びｿｯｸｽ)を試合会場に持参し､

着用しなければならない｡(2着以上の持参が好ましい｡)  

(2) 番号については1番から99番まで番号とする｡  

(3) ﾕﾆﾌｫｰﾑへの広告表示については(公財)日本ｻｯｶｰ協会『ﾕﾆﾌｫｰﾑ規定』に基づき承

認された場合のみこれを認める｡ ただし､(公財)日本中学校体育連盟加盟主催大

会では広告表示を認められていないので､中体連ﾁｰﾑは注意すること｡  

(4) ﾕﾆﾌｫｰﾑに他のﾁｰﾑ(各国代表･ﾌﾟﾛｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ等)のｴﾝﾌﾞﾚﾑ等が付いているものは着用

できない｡  



(5) ﾕﾆﾌｫｰﾑのﾃﾞｻﾞｲﾝ､ﾛｺﾞ等が異なっていても､県3種委員長が認める場合､主たる色が

同系色であれば着用することができる(ﾋﾞﾌﾞｽ等も可)｡  

(6) ｿｯｸｽにﾃｰﾌﾟまたはその他の材質のものを貼り付ける､または外部に着用する場

合､ｿｯｸｽと同色でなくても良い｡  

(7) ｱﾝﾀﾞｰｼｬﾂ､ｱﾝﾀﾞｰｼｮｰﾂ及びﾀｲﾂの色は問わない｡ただし原則としてﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰはﾁ

ｰﾑ内で同色のものを着用する｡  

(8) ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝは、関連する競技会主催者によって用意もしくは認められたｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、ま 

たは単色のｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞを着用しなければならない。それに、「ｷｬﾌﾟﾃﾝ」という単語、もしくは 

「C」という文字やその翻訳された単語・文字も入れることができるが、単色でなければな 

らない。 

(9) その他の事項については公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾕﾆﾌｫｰﾑ規定に則る｡  

 

15 表 彰  

(1) 優勝ﾁｰﾑ､準優勝ﾁｰﾑ、第3位ﾁｰﾑまでに表彰状を授与する｡  

 

16 障害補償  

(1)参加者全員は参加ﾁｰﾑの責任において傷害保険に加入する等の処置をとること｡ 

 

17 その他  

各ﾁｰﾑ担当者および会場担当者は熟読の上､大会進行を行うこと｡  

(1) ﾍﾞﾝﾁ入りできる人員は24名〔役員4名､登録選手20名〕を上限とする  

(2) 各ﾁｰﾑの登録選手は､原則として本協会発行の選手証を持参すること｡  

※ 選手証とは､本協会WEB登録ｼｽﾃﾑ｢KICKOFF｣から出力した選手証･登録選手一覧

を印刷したもの､またｽﾏｰﾄﾌｫﾝやPC等の画面に表示したものを示す｡  

(3) 本大会本部内に規律･ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員会(3種審判委員会)を組織し､委員長は第3種委

員長が兼任する｡  

(4) 規律･ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員会の委員については､審判委員会の委員に理事を加えた組織と

する｡  

(5) 本大会の一回戦からは各試合に第4審を置くこととする｡  

(6) 第4審は当該試合の試合結果､得点者､警告､退場の有無について記録用紙を記入

し､会場担当者は試合終了後速やかに県3種委員会競技委員会県選手権担当まで

報告すること｡特に上位戦に進出するﾁｰﾑに退場者がでた場合には詳細を報告し､

1試合出場停止後の処置を決定する｡準決勝までの試合については､第4審を置け

ない場合､この役割を会場担当若しくは県選手権支部担当が兼ねることとする｡  

(7) 各試合､競技開始時間の30分前までに､本部席において両ﾁｰﾑの代表者によるﾐｰﾃｨ

ﾝｸﾞ を行う｡このﾐｰﾃｨﾝｸﾞにおいて､ﾒﾝﾊﾞｰ表の提出､両ﾁｰﾑのﾕﾆﾌｫｰﾑの決定および 

諸注意事項の確認を行う｡  

(8) 試合中､選手同士の接触による事故などがあった場合の対応として､観客席から

医療関係者を探して協力を求めることも考えられる｡  

(9) 本大会実施要項に規定されていない事項については(一社)島根県ｻｯｶｰ協会第3種

委員会において協議の上決定する｡ 

(10)審判員に関して､ﾕｰｽ審判は採用せず、必ず有資格者の20歳以上の審判員を派遣

する｡審判派遣に関しては､3種委員会審判委員会と連携して確実に確保するこ

と｡ 


